
職業紹介事業報告書の記載方法

令和８年３月

岩手労働局需給調整事業室



１．報告方法等について
（１）報告方法

職業紹介事業者は、毎年４月30日までに、その年の前年４月１日からその年の
３月31日までの間における全ての事業所ごとの職業紹介事業の状況を報告書にま
とめ提出する必要があります。

※無期雇用就職者の離職状況は、その年の前々年４月1日からその年の前年３月31日までに就職した者に関する状況

令和８年4月提出分の対象期間は、令和７年4月1日～令和８年3月31日です。

（２）報告様式

⇒有料・無料職業紹介事業報告書（様式第８号）

⇒特別の法人無料職業紹介事業報告書（様式第８号の２）

⇒特定地方公共団体無料職業紹介事業報告書（参考様式第４号）

（３）提出方法

郵送、持参のほか「電子政府の総合窓口e－Gov」からの報告も可能です。

1



２．取扱業務等の区分について

令和７年度事業報告（令和８年４月30日までに報告）
令和４年版厚生労働省編職業分類における001から099の中分類により

記載してください。

※ただし、a 家政婦（夫）、b マネキン、c 調理師、d 芸能家、e 配ぜん人、
f モデル、g 医師（歯科医師・獣医師・薬剤師は除く）、h 保育士の職業および
i特定技能については中分類とは別にそれぞれ記載してください。
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３．事業報告書作成の留意事項について

①令和４年版厚生労働省編職業分類の区分で記載してください。

②報告対象期間１年間の求人数を、「常用」「臨時」「日雇」に分けて記載してください。

③３月末時点で有効の求人者および求職者の数を記載してください。

④就職者のうち「常用就職件数」の欄は、「無期雇用」と「４か月以上の有期雇用」を分け
て記載してください。

⑤「臨時」と「日雇」は延数で記載してください。単位は「人日」となります。

⑥⑦「無期雇用」就職者の６か月以内の離職状況を記載してください。

⑧報告対象期間１年間に受け取った金額を、千円単位で記載してください。

⑨職業紹介責任者が、職業紹介業務に従事する方に研修・教育を行った場合に記載してくだ
さい。「何時から何時まで」も必要です。

⑩事業報告の内容を「人材サービス総合サイト」に入力お願いします。
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事業報告書作成の留意事項について

様式第８号（第１面）
（日本産業規格Ａ列４）

1 許可番号

2 事業所の名称及び所在地

（名称）

（所在地）

3 紹介予定派遣 実績の有無

4 活動状況（国内）

取扱
r1

人 人 人日 人日 人 件

人 人 人日 人日 人 件

人 人 人日 人日 人 件

人 人 人日 人日 人 件

人 人 人日 人日 人 件

人 人 人日 人日 人 件

人 人 人日 人日 人 件

人 人 人日 人日 人 件

人 人 人日 人日 人 件

人 人 人日 人日 人 件

r2 0 人 0 人 0 人日 0 人日 0 人 0 件

取扱
r3

件 件 人日 人日 人 人

件 件 人日 人日 人 人

件 件 人日 人日 人 人

件 件 人日 人日 人 人

件 件 人日 人日 人 人

件 件 人日 人日 人 人

件 件 人日 人日 人 人

件 件 人日 人日 人 人

件 件 人日 人日 人 人

件 件 人日 人日 人 人

r4 0 件 0 件 0 人日 0 人日 0 人 0 人計

無期雇用 それ以外 離　職 不　明

計

項目 ③　　　就　　　　職 ④　　離　　職
常　　用

就職件数 臨　　時

就職延数

日　　雇

就職延数

無期雇用

（6ヶ月以内／解雇除く）

業務等の区分

業務等の区分 人延数 人延数

有　効
求人数

求　人　数
有効求
職者数

新規求職
申込件数

常　用
求人数

臨時求 日雇求

有 料 職 業 紹 介 事 業 報 告 書
無 料 職 業 紹 介 事 業 報 告 書

項目 ①　　　求　　　　人 ②　　求　　職

変更があった場合は、別途
変更届出をしてください。

単に労働者派遣事業を兼業しているだけでなく、紹介予定派遣
の実績があった場合に「有」としてください。
紹介予定派遣の実績があった場合は、その活動状況及び収入状
況を、取扱業務等の区分ごとに内数として括弧書きで各区分の
一つ下の段に記載してください。

「取扱業務等の
区分一覧表」を
参照して記載し
てください。
記載は区分ごと
にしてください。

【無期雇用就職件数】
期間の定めのない雇用
契約による就職件数を
記載してください。

【常用】
無期雇用又は４か月以上有期雇用
【臨時】
１か月以上４か月未満有期雇用
【日雇】
１か月未満有期雇用

【有効】
３月末時点で有効のもの
【新規】
報告対象期間中に申し込ま
れた求職の件数（延べ数）

【人日の計算例】
雇用期間５日
就職者数３人
⇒１５人日

【無期雇用就職者離職状況】
期間の定めのない雇用契約により就職した者で、
就職後６か月以内に離職（解雇を除く）した者
の数を記載してください。
離職状況が不明な場合は「不明」欄に記載して
ください。

【離職状況の報告】
離職状況は、報告した就職件数に係る就職者の、
就職後６か月後の状況について確認してから報
告するので、報告は１年遅れになります。
（例）令和６年度の就職件数に係る就職者
令和６～７年に確認→令和８年４月に報告

① ② ③

⑤④

⑦

⑥
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5 活動状況（国外）（相手国別・総計）

取扱
r5

人 人 人 件 件 件 人 人

人 人 人 件 件 件 人 人

人 人 人 件 件 件 人 人

人 人 人 件 件 件 人 人

r6 人 人 人 件 件 件 人 人

0 人 0 人 0 人 0 件 0 件 0 件 0 人 0 人

項目

相手国

業務等の区分

⑥　　求　　職 ⑦　就　職 ⑧　離　職

有　効

求人数
求人数

有効求

職者数

新規求職

申込件数

無期雇用

就職件数

それ以外の

就職件数

無期雇用

（6ヶ月以内／解雇除く）

離　職　　　不　明

⑤　求　人

計

【無期雇用就職件数】
期間の定めのない雇用契
約による就職件数を記載
してください。

【無期雇用就職者離職状況】
期間の定めのない雇用契約により就職した者で、
就職後６か月以内に離職（解雇を除く）した者
の数を記載してください。
離職状況が不明な場合は「不明」欄に記載して
ください。



様式第８号（第２面）

6 収入状況（国内・国外）

取扱
r7

千円 千円 千円 件 千円 千円 千円 千円 件 千円

千円 千円 千円 件 千円 千円 千円 千円 件 千円

千円 千円 千円 件 千円 千円 千円 千円 件 千円

千円 千円 千円 件 千円 千円 千円 千円 件 千円

千円 千円 千円 件 千円 千円 千円 千円 件 千円

千円 千円 千円 件 千円 千円 千円 千円 件 千円

千円 千円 千円 件 千円 千円 千円 千円 件 千円

千円 千円 千円 件 千円 千円 千円 千円 件 千円

千円 千円 千円 件 千円 千円 千円 千円 件 千円

千円 千円 千円 件 千円 千円 千円 千円 件 千円

r8 0 千円 0 千円 0 千円 0 件 0 千円 0 千円 0 千円 0 千円 0 件 0 千円

取扱

件 千円 件 千円 件 千円

件 千円 件 千円 件 千円

件 千円 件 千円 件 千円

件 千円 件 千円 件 千円

件 千円 件 千円 件 千円

0 件 0 千円 0 件 0 千円 0 件 0 千円

モデル

科学技術者
経営管理者

熟練技能者

計

（職業安定法第32条の3第2項の規定による手数料）
業務等の区分 常用 臨時 日雇

芸能家

計

項目 求職者手数料

臨時 日雇 常用 臨時 日雇

項目 求人者（上限制）手数料
求人受付手数料

（別表）

求人者（届出制）手数料
求職受付手数料（職業安定法第32条の3第1項第1号の規定による手数料） （職業安定法第32条の3第１項第2号の規定による手数料）

業務等の区分 常用

千円単位で記載してください。

こちらも上限制
手数料です。
上限710円/件
（免税事業者は
660円/件）

届出制手数料の場合は、
この欄に金額を記載して
ください。

徴収できるのは、
・芸能家
・家政婦（夫）
・配ぜん人
・調理士
・モデル
・マネキン
に限られます。

上限710円/件
（免税事業者は660
円/件）

⑧
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7 職業紹介の業務に従事する者の数 8 返戻金制度

9 従業員教育

１　職業安定法第32条の16第１項の規定により上記のとおり報告します。

２　職業安定法第33条第４項において準用する同法第32条の16第１項の規定により上記のとおり報告します。

令和 年 月 日

厚生労働大臣　殿 ⑨

人 有・無
（有の場合、その概要）

日時 従業員数 教育内容

氏名又は名称

【返戻金制度】
返戻金制度の有無
有の場合はその概要を記載してください。

【従業員教育】
職業紹介責任者が統括管理する業務に従事する者に対し、職業紹介
の適正な運営に資する研修・教育を受けさせた場合に、その内容を
記載しください。（外部研修も含みます。）

⑨

【人材サービス総合サイトでの情報提供】
事業報告書に記載した就職・離職・手数料の状況や返戻金制度の内容については、人材サービス総合サイト
でも情報提供する必要があります。
常用就職の実績が11件以上ある職種については手数料率を入力してください。（上位５職種のみです）

⑩



厚生労働省のホームページに以下の情報を掲載しています。

○ 報告様式
○ 令和４年版厚生労働省編職業分類
○ 「電子政府の総合窓口e－Gov」で提出する際のマニュアル

厚生労働省ホームページ内
令和７年12月2３日から適用される職業紹介事業の業務運営要領
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000172486.html

４．情報提供について8


